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評価項目提案書（実施体制）
	事業計画を実施するにあたっては、事業用地の購入、提案する施設の開発、及び地域の特色を活かした良好なまちづくりを実現できる提案を求めています。そのためには必要な企画力や経営能力を有した民間事業者等の意欲的な提案を期待していますが、下記事項に留意のうえ、その実施体制の実現性や明確な役割分担について特に説明してください。
○売却物件の購入に際して、融資利用の特約（融資の不成立を解除条件とする特約）付きでの契約を前提とした申し込みはできない【実施要項３（３）⑤】
○物件引渡し日から１０年間は、原則として事業計画を変更しないこと【実施要項３（３）⑦】
○物件引渡し日から１０年間は、第三者へ所有権を移転し、又は使用及び収益を目的とする権利を設定しようとする場合は、本市の承認を得ることとし、承認を受けて所有権の移転や権利の設定を行うときは、当該第三者に義務を確実に書面で承継させること【実施要項３（３）⑧】
○事業用地の購入、提案する施設の開発及び地域の特色を活かした良好なまちづくりを行うために必要な企画力や経営能力を備えているか【実施要項４（１）】
○解体撤去工事を第三者に請け負わせる場合には、当該請負業者に対し事業計画に定められた内容について、十分に理解・遵守させること【実施要項１０（３）⑥】

	＜提案＞

	実施体制のＰＲポイントについて簡潔に記載してください


※記入欄が足りない場合は、記入欄を増やすか本書を複写してください。
※図表・パース等の挿入は任意とします。
※Ａ３横での使用とし、本文フォントサイズは１１ポイント以上とする。
※２枚以内に提案をまとめること。
